
新小・中学校１年生の保護者の皆様へ 

 

新入学 学用品費の入学前支給のご案内 
 

河北町では来年度小・中学校に入学されるお子様がいらっしゃるご家庭で、経済

的な理由により、入学用品の購入にお困りの保護者の方を対象に学用品費を支給し

ます。 

 

１ 支給の対象となる方 

◆河北町内に居住し、次のいずれかに該当する方 

・ 生活保護が停止または廃止になった方 

・ 世帯全員の町民税が非課税または減免である方 

・ 個人事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料が減免である方 

・ 児童扶養手当を受給している方 

・ 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている方 

・ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者の方 

・ 保護者の職業が不安定または学校納付金の納付状態や被服等が悪く、学用品等に不自

由しているなど、経済的理由により生活状態が極めて悪いと認められる方 

・ ＰＴＡ会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている方 

・ 経済的理由による欠席日数が多い場合 

上記に掲げる方のほか、世帯全員の所得合計額が下記の所得基準額を下回る方のうち、

特に援助を必要と認める状態にある方 

【所得基準額】 

世帯人員数 所得基準額（万円） 

２人 １０２ 

３人 １３７ 

４人 １７２ 

５人 ２０７ 

６人 ２４２ 

１ ひとり親世帯のときは、上記金額に２６万円を加算します。 

２ 世帯人員が６人を超えるときは、１人増すごとに３５万円を２４２万円に加算

します。 

２ 申請期間   

◆毎年１月上旬～２月上旬頃 

３ 支給額・支給日 

◆支給額  毎年支給額の変更がある場合がありますので、お問い合わせください。 

◆支給日  年３月下旬に申請者指定の口座に振込 

 



４ 申請方法 

① 申請書の記入         申請書は１２月下旬より教育委員会学校教育課で配

布します。                   

 

      ② お住まいの地区の       地区担当の民生委員・児童委員にご家庭の状況等を

民生委員・児童委員へ    お話ししていただき、民生委員・児童委員の方から 

              教育委員会に提出してもらいます。 

 

③ 審査 結果の通知 支給       ２月中に支給決定の審査を教育委員会で行い、結果

を通知します。決定した場合は、請求書（口座番号

記載）を提出していただき、3月中に振込みします。 

             

５ ご注意ください 

◆申請された方全員に支給されるものではございません。ご提出いただいた申請書を基

に、所得状況や手当等受給状況を勘案し教育委員会で決定いたします。 

◆生活保護を受給中の方は、生活保護費から支給されるため今回の申請手続きは必要あ

りません。 

◆ご入学後も、学用品費・給食費等の支払いが困難な方には就学援助制度があります。

受給を希望される場合は、改めて申請が必要です。 

 

就学援助制度･･･経済的にお困りの小・中学生の保護者の方を対象に、学用品費・校外

活動費・修学旅行費・給食費等の必要な費用の一部を援助します。希

望される方は毎年申請が必要です。 

 

 ◆新入学児童生徒学用品費支給後に河北町外への転出等で河北町立小学校または中学校

に入学しなかったときは、入学先自治体に本町で新入学児童生徒学用品費の支給を行

ったことを通知します。 

 

６ お問合せ先 

〒９９９－３５１１  

河北町谷地戊８１番地 

河北町教育委員会学校教育課 ＴＥＬ：０２３７－７１－１１３６（直通） 


